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 関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所 大会議室 

○議事日程 

平成２４年７月６日（金曜日）午前１０時 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

（６）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

 

○出席委員（３６名） 

１番 内藤 雅夫 君   ２番 大竹  誠 君   ３番 東山 武司 君 

４番 粟倉 秀夫 君   ５番 小川 亮二 君   ６番 深川 俊朗 君 

７番 加藤  徹 君   ８番 大澤 慶一 君   ９番 沼田 久男 君 

１０番 天野 邦男 君  １１番 兼村 正美 君   １２番 石木 治男 君  

１３番 篠田 権三 君  １４番 村井 雅之 君    １５番 山田 公平 君 

１６番 山本  武 君  １７番 足立 孝弘 君  １８番 中村 睦明 君 

 １９番 美濃羽 久 君  ２０番 鈴木 和道 君  ２１番 土屋 尊史 君 

 ２２番 土屋 顯弘 君  ２３番 丹羽 喜和 君  ２４番 相宮 千秋 君 

２５番 永井 博光 君  ２６番 野村  茂 君  ２７番 林  修美 君 

２８番 長屋  芳成 君  ２９番 日置   香  君  ３０番 藤川   勝 君 

３１番 村上 忠一 君  ３２番 伊佐地鐡夫 君  ３３番 川村 信子 君 

３４番 長尾 初恵 君  ３５番 岩田 幸子  君  ３６番 三輪 正善 君 

 

○委員以外の出席者 

農業委員会事務局長    玉田 和久 君  農業委員会事務局課長補佐 渡辺  悟 君 

農業委員会事務局主査   古田 考幸 君  板取事務所 主任主査   長屋 一也 君 

武芸川事務所 主任主査  永井 治美 君  武儀事務所 課長補佐   川島 友教 君 

上之保事務所 課長補佐  土屋 一夫 君  洞戸事務所 主任主査   河村  茂 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） それでは、これから農業委員会総会を始めさせていただきま

す。まず、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、はじめに深川俊朗会長からご挨拶をお

願いします。 

○議長（深川俊朗君） 異常気象により各地で豪雤被害が起きておるのを、テレビで見ておりま

すと、関市においては大きな被害もなく平穏に過ごせていることに感謝しております。田植えの

時期も終わりましたが、今後のこうした農業経営を脅かす被害等には、地域農業の支えとなるべ

く農業委員、農政推進委員が相談役となって活動することが重要になってくると思います。 

それでは、本日は経済部長が公務により欠席のため、事務局長にあいさつをお願いします。 

○農業委員会事務局長（玉田和久君） いつも関市の農政にご支援、ご協力、ありがとうござい

ます。まず始めに、土地改良協会からの推薦委員の道家 守さんですが、このたび協会役員を失

職されたため、今回からは同じく土地改良協会の推薦により伊佐地鐡夫さんにお願いすることに

なりました。市長に代わりまして私の方から辞令を渡したいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

（伊佐地鐡夫委員へ辞令交付） 

会長が言われましたように異常気象について毎年話が出ますが、今年は、５月・６月と大変、

雤が少なく例年の４０パーセントの降水量となりました。その影響により田には雑草が目立ち、

夏野菜の生育不良も心配されます。今後も、突然の集中豪雤や台風での被害が起こりえないかと

心配されます。農業経営以外にも今年は、岐阜清流国体もありますので天候による影響がないこ

とを願います。本日はどうかよろしくお願いします。 

○議長（深川俊朗君） ただ今から、関市農業委員会総会を開きます。会議規則第８条により委

員全員の出席により総会が成立しました。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

２７番 林 修美委員、２８番 長屋 芳成委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。事務局の説明

を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、

説明させていただきます。 

１番の案件は、位置図は１ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は東田原地内､㈱日立武蔵の北２００m ほどに位置する農振農用地

の田、３，２２５㎡です。 

使用借人は、農業経営を行いたいと考えていたもの。貸人は多くの農地耕作に苦慮しており申出

に応じたものです。使用貸借の期間は５年間としています。 

６月１９日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

２番、３番の案件と同時許可案件です。 

続いて、２番の案件は、位置図は２ページになります。 

所有権移転で、申請地は、大杉地内､平井集会所の南東４００ｍほどに位置する農振農用地の田、
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計２筆 １，９８１㎡です。 

譲受人は、農業経営を行いたいというもの。譲渡人は高齢で、申請地が遠方であることから、管

理が困難であったため申し出に応じたものです。 

６月１９日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

１番、３番の案件と同時許可案件です。 

続いて、３番の案件は、位置図は３ページになります。 

所有権移転で、申請地は、東田原地内､関市食肉センターの東５００ｍほどに位置する農振農用地

の畑、３４８㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営を行いたいというもの。譲渡人は、ほかにも多くの農地

を所有し、耕作に苦慮しており申し出に応じたものです。 

６月１９日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

１番、２番の案件と同時許可案件です。 

続いて、４番の案件は、位置図は４ページになります。 

所有権移転で、申請地は、稲河町地内､桜ケ丘小学校の北東１００m ほどに位置する畑、計２筆 

８２２㎡です。 

譲受人は、農業経営拡張のため申請地を譲り受けたいというもの。譲渡人は、農業労働力の不足

により申し出に応じたものです。 

６月１９日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

続いて、５番の案件は、位置図は５ページになります。 

所有権移転で、申請地は、広見地内､㈱グリーンベル関工場の北４０m ほどに位置する畑、１１

９㎡です。 

申請人は親子で、譲受人は、同一生計の父親から申請地の生前贈与を受けたいというもの。譲渡

人は、家族間の安定を図るため申し出に応じたものです。 

６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

続いて、６番の案件は、位置図は６ページになります。 

所有権移転で、申請地は、中之保地内､武儀事務所の北東５００m ほどに位置する県道沿いの農

振農用地の田、計２筆 ７５３㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡充を図りたいというもの。譲渡人は、生計の資本に充当するため申し出

に応じたものです。 

６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

続いて、７番の案件は、位置図は７ページになります。 

所有権移転で、申請地は、上之保地内､行合区公民館の西１５０m ほどに位置する県道沿いの農

振農用地の田、４４５㎡です。 

譲受人は、中山間地域等直接支払事業に属する申請地を、自己所有の農地と交換により取得し、

農業に貢献したいというもの。譲渡人は、自動車部品の会社を経営しているが、従業員の駐車場が

不足しているため、交換により取得した農地を利用するため申し出に応じたものです。 

交換となる土地は、５条申請１４番の案件です。 

６月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

続いて、８番の案件は、位置図は８ページになります。 

所有権移転で、申請地は、洞戸片地内､片集会所の南２００m ほどに位置する市道沿いの農振農



－4－ 

用地の田１筆、片集会所の東１００㎡ほどにある自宅周辺に位置する農振農用地の畑４筆、計５筆 

３，３００㎡です。 

申請人は親子で、譲受人は、父より農地を譲り受け、農業に従事したい。譲渡人は老齢となり、

後継者である子に贈与したいというものです。 

６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

続いて、９番の案件は、位置図は９ページになります。 

所有権移転で、申請地は、上之保地内､舟山森林生産加工販売協同組合の東４００m ほどに位置

する登記簿地目が宅地で、現況地目が畑、１９５．８６㎡です。 

申請人は遠縁にあたり、譲受人は、譲渡人が遠方に居住し、高齢であり耕作ができないため、隣

接の譲受人に譲り渡したいとの申出に応じたものです。 

６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

以上、所有権移転に関するもの８件、使用貸借権の設定に関するもの１件の、計９件につきまし

て、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。よ

ろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○４番（粟倉秀夫君） １番、２番、３番について異議ありません。 

○７番（加藤 徹君） 同じく１番、２番、３番について異議ありません。４番についても異議

ありません。 

○１４番（村井雅之君） ５番について異議ありません。 

○１９番（美濃羽 久君） ６番について異議ありません。 

○２３番（丹羽喜和君） ７番について異議ありません。 

○２７番（林 修美君） ８番について異議ありません。 

○３４番（長尾初恵君） ９番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号について、原案のとおり許可

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の９件を原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意

見について、説明させていただきます。 

１番の案件は、位置図は１０ページになります。 

申請地は、関口町２丁目地内、長良川鉄道関口駅の北東２００ｍほどに位置する、国道沿いの畑、

２３１㎡です。 

申請人は、周辺住民の申出を受け、申請地を貸駐車場とするというものです。 

６月１９日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、用途地域内のため、農地の区分は第３種農地と判断されます。 

続いて、２番の案件は、位置図は１１ページになります。 
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申請地は、東新町７丁目地内、東新東公園の北西３０ｍほどに位置する田、計２筆、９２５㎡で

す。 

申請人は、本業が忙しく遠方にいることから、田として耕作することが困難であるため、賃貸住

宅の建築を行い、不動産賃貸業を営みたいというものです。 

６月１９日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、用途地域内のため、農地の区分は第３種農地と判断されます。 

続いて、３番の案件は、位置図は１２ページになります。 

申請地は、倉知地内、倉知保育園の西２５０ｍほどに位置する、市道沿いの田、３６１㎡です。 

申請人は、セメント瓦及びブロック製造業を営んでいるが、工場敷地内に従業員の駐車場がない

ため、申請地を駐車場として自身の会社へ貸し付けるものです。 

６月１９日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。また、隣接

農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農

地と判断されます。 

続いて、４番の案件は、位置図は１３ページになります。 

申請地は、倉知地内、下倉知公民館の西４００ｍほどに位置する、市道沿いの田、１１９㎡です。 

申請人は、遠方に居住しているが、退職することになったため、関市で母親とともに暮らすため

の住宅を建設するというものです。 

６月１９日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、用途地域内のため、農地の区分は第３種農地と判断されます。 

５条許可申請の５番案件と同時許可案件です。 

続いて、５番の案件は、位置図は１４ページになります。 

申請地は、東志摩地内、東志摩公民センターの南東７０ｍほどに位置する、市道沿いの畑、３５

２㎡のうちの６５．０２㎡です。 

地積測量図の添付が有ります。 

申請人は、自宅敷地の南に隣接する申請地の北西の一角に車庫を、また、東側を自宅への進入通

路として利用したいというものです。 

６月１９日に現地確認をし、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。なお、農地の

区分は、宅地化の状況から、街区に占める宅地割合が４０％を超えるため、第３種農地と判断され

ます。 

続いて、６番の案件は、位置図は１５ページになります。 

申請地は、戸田地内、戸田転作技術研修センターの北西２００ｍほどに位置する、市道沿いの畑、

１１２㎡です。 

申請者は、隣接地の自宅に住んでいるが、手狭になったため、申請地に離れを建築したいという

ものです。 

６月１９日に現地確認をし、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、街区に占める宅地割合が４０％を超えるため、第３種

農地と判断されます。 
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続いて、７番の案件は、位置図は１６ページになります。 

申請地は、上之保地内、行合区公民館の西１５０ｍほどに位置する、県道沿いの田、２３７㎡で

す。 

申請人は、自家用駐車場が不足しているため、自宅の近隣の申請地を駐車場として利用したいと

いうものです。 

６月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農

地と判断されます。 

続いて、８番の案件は、位置図は１７ページになります。 

申請地は、武芸川町八幡地内、八幡公民館の南西２５０ｍほどに位置する、市道沿いの田、６７

㎡です。 

申請人は、市所有の用悪水路の払下げを受け、隣接の農地法５条同時申請地と一体利用するため、

その付替交換地として、申請地を用悪水路として、近隣農地に便宜を図るものです。 

６月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農

地と判断されます。 

５条許可申請の１５番案件と同時許可案件です。 

続いて、９番の案件は、位置図は１８ページになります。 

申請地は、洞戸飛瀬地内、飛瀬集会所の東１００ｍほどに位置する畑、３５６㎡。申請人は、申

請地の隣地に喫茶店を建築し、その駐車場敷地として利用したいというものです。 

６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、街区に占める宅地割合が４０％を超えるため、第３種

農地と判断しています。 

続いて、１０番の案件は、位置図は１９ページになります。 

申請地は、洞戸市場地内、道の駅ラステン洞戸の西６００ｍほどに位置する田６筆、畑１筆、計

７筆１，４５４．８８㎡です。 

申請人は、申請地が山際で、道路、水路、山林に囲まれており、農耕に適さないため、植林し山

林の管理を５条申請の２０番案件の譲受人に委託する計画である。 

６月１８日に現地確認をし、山林の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農

地と判断されます。 

以上１０件について、ご審議をお願いします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（内藤雅夫君） １番、２番について異議ありません。 

○９番（沼田久男君） ３番、４番について異議ありません。 

○１０番（天野邦男君） ５番について異議ありません。 

○１３番（篠田権三君） ６番について異議ありません。 

○２３番（丹羽喜和君） ７番について異議ありません。 
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○２４番（相宮千秋君） ８番について異議ありません。 

○２６番（野村 茂君） ９番について異議ありません。 

○２７番（林 修美君） １０番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号について、原案のとおり岐阜

県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の１０件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意

見についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

１番の案件は、位置図は２０ページになります。 

所有権移転で、申請地は、神野地内、神野橋の北東３００ｍほどに位置する田、計４筆、１，０

３９．５３㎡です。 

譲受人はゴルフ場を経営しており、ゴルフ場の北西に隣接している申請地をゴルフ場として管理

するため植林し、下流域の農地の利水のため貯水槽を設置したいというもの。譲渡人は、申し出に

応じるものです。 

６月１８日に現地確認をし、山林の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農

地と判断されます。 

続いて、２番の案件は、位置図は２１ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は、巾３丁目地内、安藤内科医院の南２５０ｍほどに位置する畑２

筆、計７３９㎡です。 

借受人は、建設業を営んでおり、資材置場として利用したいというもの。貸付人は、申し出に応

じ貸し付けるもの。賃貸借の期間は、２０年間としています。 

６月１９日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、用途地域内のため、農地の区分は第３種農地と判断されます。 

続いて、３番の案件は、位置図は２２ページになります。 

所有権移転で、申請地は、下有知地内、長良川鉄道関市役所前駅の南西５０ｍほどに位置する、

市道沿いの田、７００㎡です。 

譲受人は、不動産業を営んでおり、建売住宅の適地として申請地を確保したいというもの。譲渡

人は仕事が忙しく農作業ができないことや生活資金が必要なため、申し出に応じるものです。 

６月１９日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、申請地から、３００ｍ以内に、関市役所前駅があるため、第３種農地と判

断されます。 

続いて、４番の案件は、位置図は２３ページになります。 
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所有権移転で、申請地は、下有知地内、ＪＡめぐみの本店の西２００ｍほどに位置する市道敷地

沿いの田、５２０㎡です。 

申請者は、会社事務所用地の目的で５月７日の農業委員会総会において農地法第５条第１項目的

の買受適格証明願いの承認を受け、岐阜地方裁判所の競売に参加し、本申請地を落札したものです。 

なお、農地の区分は、申請地から５００ｍ以内に２か所の公共・公益的施設があることから、第

３種農地と判断されます。 

続いて、５番の案件は、位置図は２４ページになります。 

所有権移転で、申請地は、倉知地内、下倉知公民館の西３００ｍほどに位置する、市道沿いの田、

３９８㎡です。 

申請人は、遠方に居住しているが、退職することになったため、関市で母親とともに暮らすため

の住宅を建設するというものです。 

６月１９日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

なお、用途地域内のため、農地の区分は第３種農地と判断されます。 

４条許可申請の４番案件と同時許可案件です。 

続いて、６番の案件は、位置図は２５ページになります。 

所有権移転で、申請地は、西本郷通３丁目地内、関市役所の南２００ｍほどに位置する、市道沿

いの田。計４４４㎡です。 

譲受人は、自身の住まいが手狭になっているため、申請地を譲り受け、住宅を建築したいという

もの。譲渡人は耕作機械の不足で、農地として維持が困難であり、申し出に応じるものです。 

６月１９日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

なお、用途地域内のため、農地の区分は第３種農地と判断されます。 

原野の状況であったため、始末書の添付があります。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、用途地域内のため、農地の区分は第３種農地と判断されます。 

続いて、７番の案件は、位置図は２６ページになります。 

賃貸借権の設定で、申請地は、側島地内、保戸島公民センターの北１５０ｍほどに位置する、市

道沿いの田、計２筆。２，７７２㎡です。 

賃借人は、申請地の地下に埋蔵する砂利の採取を行いたいもの。賃貸人は土壌改良及び賃貸しに

よる収入のため申し出に応じるものです。 

６月１９日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

一時転用の期間は１年としています。 

続いて、８番の案件は、位置図は２７ページになります。 

所有権移転で、申請地は、広見地内、広見唐橋バス亭の北東１２０ｍほどに位置する田、５５㎡

です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、隣接の工場に駐車場として整備し貸し付けるもの。譲渡人は、譲

受人の所有する農地を交換により取得するものです。 

６月１８日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農

地と判断されます。 
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続いて、９番の案件は、位置図は２８ページになります。 

所有権移転で、申請地は、広見地内、広見唐橋バス亭の北東１２０ｍほどに位置する畑、１６８

㎡です。 

譲受人は、自己の居住地に隣接する申請地を譲り受け、通路・庭敷地として使用するもの。譲渡

人は、譲受人の所有する農地を交換により取得するものです。 

６月１８日に現地確認をし、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農

地と判断されます。 

続いて、１０番の案件は、位置図は２９ページになります。 

所有権移転で、申請地は、小屋名地内、小屋名羽根公民館の北東５０ｍほどに位置する田、７．

０７㎡です。 

譲受人は、申請地を自宅の自家用車通路として譲り受けたいというもの。譲渡人は、譲受人の申

し出に応じ、申請地を譲り渡すものです。 

６月１９日に現地確認をし、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、街区に占める宅地割合が４０％を超えるため、第３種

農地と判断されます。 

続いて、１１番の案件は、位置図は３０ページになります。 

所有権移転で、申請地は、富之保地内、祖父川公民館の南東１００ｍほどに位置する畑、計３筆、

１，９５２㎡です。 

譲受人は、申請地北側に居住し、山仕事に従事するため、申請地を買い受けて、杉を植林したい

というもの。譲渡人は、申請地からはなれており、管理ができないため売却するものです。 

６月１８日に現地確認をし、一部山林の状況であったため、始末書の添付があります。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農地と判

断されます。 

５条許可申請の１２番、１３番案件と同時許可案件です。 

続いて、１２番の案件は、位置図は３１ページになります。 

所有権移転で、申請地は、富之保地内、祖父川公民館の南東１００ｍほどに位置する畑、５２２

㎡です。 

譲受人は、申請地北側に居住して、山仕事に従事するため、申請地を買い受けて倉庫を建築し、

杉を植林したいというもの。譲渡人は、申請地からはなれており、管理ができないため売却するも

のです。 

６月１８日に現地確認をし、宅地及び山林の状況であったため、始末書の添付があります。 農

地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農地と判断さ

れます。 

５条許可申請の１１番、１３番案件と同時許可案件です。 

続いて、１３番の案件は、位置図は３２ページになります。 

所有権移転で、富之保地内、祖父川公民館の南東１００ｍほどに位置する畑、５９９㎡です。 

譲受人は、申請地を購入し、自宅の駐車場及び通路として利用したいというもの。譲渡人は、申

請地からはなれており、管理ができないため売却するものです。 
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６月１８日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。また、隣接

農地の隣地承諾書の添付があります。 

農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農地と判

断されます。 

５条許可申請の１１番、１２番案件と同時許可案件です。 

続いて、１４番の案件は、位置図は３３ページになります。 

所有権移転で、申請地は上之保地内、行合区公民館の西１５０ｍほどに位置する県道沿いの田、

３４４㎡です。 

譲受人は、自動車部品の会社を経営しているが、従業員の駐車場が不足しており、会社の近隣で

利便のある譲渡人の農地と、自己所有農地を、交換により取得し駐車場として利用したいというも

の。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ、申請地の交換をするものです。 

交換となる土地は３条申請７番の案件です。６月１８日に現地確認をし、田で農地性ありと確認

しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２

種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農地と判断されます。 

続いて、１５番の案件は、位置図は３４ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は武芸川町八幡地内、八幡公民館の南西２５０ｍほどに位置する市

道沿いの田、２７８㎡です。 

使用借人は、現在岐阜市に居住しているが、祖父より申請地を無償で借り受け、一般個人住宅を

建設し、生活基盤を移して、農業を手伝いたいというものです。 

使用貸人は、申し出に応じ貸し付けるもの。使用貸借の期間は、２０年間としています。 

６月１８日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農

地と判断されます。 

４条許可申請の８番案件と同時許可案件です。 

続いて、１６番の案件は、位置図は３５ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は武芸川町高野地内、西田自研工業㈱の北西１５０ｍほどに位置す

る田、２０４㎡です。 

申請人は親子で、使用借人は、両親と同居しているが、独立するため隣接の申請地に住宅を建設

したい。使用貸人は申し出に応じ貸し付けるものです。 

使用貸借の期間は、３０年間としています。 

６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。また、隣接農地の隣地承諾書の添

付があります。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、街区に占める宅地割合が４０％を超えるため、第３種

農地と判断しています。 

続いて、１７番の案件は、位置図は３６ページになります。 

所有権移転で、申請地は武芸川町跡部地内、跡部２号組集会場の北２００ｍほどに位置する畑、

１１３㎡です。 

譲受人は、自己のアパートが手狭となっているため、申請地を譲り受け住宅を建築したい。譲渡

人は申し出に応じるものです。 
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６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、街区に占める宅地割合が４０％を超えるため、第３種

農地と判断しています。 

５条許可申請の１８番案件と同時許可案件です。 

続いて、１８番の案件は、位置図は３７ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は武芸川町跡部地内、跡部２号組集会場の北２００ｍほどに位置す

る畑、２３１㎡です。 

申請人は親子で、使用借人は、自己のアパートが手狭となっているため、申請地を借り受け住宅

を建築したい。使用貸人は申し出に応じるものです。 

使用貸借の期間は、２０年間としています。 

６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、街区に占める宅地割合が４０％を超えるため、第３種

農地と判断しています。 

５条許可申請の１７番案件と同時許可案件です。 

続いて、１９番の案件は、位置図は３８ページになります。 

所有権移転で、申請地は武芸川町跡部地内、㈱武藤鉄工所の西側、市道沿いに位置する畑、８６

㎡です。 

譲受人は機械部品加工業を営んでおり、駐車場が手狭となったため、申請地を譲り受け駐車場と

して利用したい。譲渡人は高齢で耕作が困難なためこれに応じるものです。 

６月１８日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、街区に占める宅地割合が４０％を超えるため、第３種

農地と判断しています。 

続いて、２０番の案件は、位置図は３９ページになります。 

所有権移転で、申請地は、洞戸市場地内、道の駅ラステン洞戸の西６００ｍほどに位置する田、

計５筆、２５３．３１㎡です。 

譲受人は、木材の伐採・販売業を営んでおり、申請地を譲り受けて植林したい。譲渡人は高齢で

耕作が困難なためこれに応じるものです。 

６月１８日に現地確認をし、原野の状況であったため、始末書の添付があります。 なお、農地

の区分は、周辺に代替地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種農地と判断され

ます。 

以上、所有権移転に関するもの１５件、賃貸借権の設定に関するもの２件、使用貸借権の設定に

関するもの３件の、計２０件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○３番（東山武司君） １番について異議ありません。 

○７番（加藤 徹君） ２番について異議ありません。 

○８番（大澤慶一君） ３番、４番について異議ありません。 

○９番（沼田久男君） ５番について異議ありません。 

○１１番（兼村正美君） ６番について異議ありません。 

○１３番（篠田権三君） ７番について異議ありません。 
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○１４番（村井雅之君） ８番、９番について異議ありません。 

○１７番（足立孝弘君） １０番について異議ありません。 

○２２番（土屋顯弘君） １１番、１２番、１３番について異議ありません。 

○２３番（丹羽喜和君） １４番について異議ありません。 

○２４番（相宮千秋君） １５番について異議ありません。 

○２５番（永井博光君） １６番、１７番、１８番、１９番について異議ありません。 

○２７番（林 修美君） ２０番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の２０件について、原案のと

おり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の所有権移転に関するもの１５件、賃貸借権の設定に関するもの２件、

使用貸借権の設定に関するもの３件の、計２０件を岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第４号 事業計画変更申請に対する意見についてを議題といたします。事務局の説

明を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について、説明

させていただきます。 

１番の案件は、位置図は４０ページになります。 

申請地は、倉知地内、赤尾公民館の北西５０ｍほどに位置する田、４７７㎡です。 

当初事業計画者は、平成２０年４月に転用許可により、バルブ製造工場を建設する計画で土地を

購入しました。しかし、整地した後景気が落ち込み、計画が滞っていたところ、一般個人住宅を建

設する計画で土地を探していた継承者に譲り渡すこととしたものです。 

６月１９日に現地確認をし、事業の途中であり雑種地の状況でありました。 

２番の案件は、位置図は４１ページになります。 

申請地は、板取地内、湯元すぎ嶋の南西５００ｍほどに位置する田、計４筆 ２，９８３㎡です。 

当初事業計画者は、平成２３年５月に転用許可により、公共工事の残土による田の嵩上げにより、

畑地転換する計画でしたが、計画の高さまで残土がなく、許可期間内での計画遂行が困難な状況と

なったため、工期を平成２５年２月まで延長することとしたものです。 

６月１８日に現地確認をし、事業の途中であり雑種地の状況でありました。また、隣接農地の隣

地承諾書の添付があります。 

以上、２件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○９番（沼田久男君） １番について異議ありません。 

○２９番（日置 香君） ２番について異議ありません。 

これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４号について、原案のとおり岐阜

県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 
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 それでは、議案第４号の２件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第５号 農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第５号 農用地利用集積計画の承認について、説明させ

ていただきます。 

関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認

を求められたので、意見を求めます。 

賃貸借権の設定に関するもの４９筆、使用貸借権の設定に関するもの５筆、計５４筆の、計１８

件について、承認を求められています。更新が４４筆で、新規が１０筆で、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

地目は、田が５１筆、畑が３筆で、計６７，０９１．５５㎡。 地区は、下有知、稲河、武芸川

町平の３地区です。 

設定を受ける者は、（有）むげがわ農産ほか、計３者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

いずれも、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第５号について、原案のとおり承認

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 それでは、議案第５号を原案のとおり承認することといたします。 

以上をもちまして、議案の審議はすべて終了いたしました。 

その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 次回の総会は８月７日午前１０時からの予定です。また、７月の

主な行事予定は、７月１７日が転用申請等受付締切日で、７月１８日、１９日が転用申請等現地

確認日で７月２７日が農業会議答申日です。 

○議長（深川俊朗君） これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午前１１時３５分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


